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「緊急事態宣言」発令期間延長に伴うお知らせ 

 

 平素は本校教育活動にご理解とご支援をいただきありがとうございます。 

 さて，すでにご承知の通り，「緊急事態宣言」発令期間が５月末まで延長されました。それに伴い，すでに

中止・停止しております施設利用につきましても，宣言解除まで中止・停止を継続いたします。ご理解とご

協力をお願いいたします。 

 本校におきましても，「一年生をむかえる会」「縦割り活動（なかよし遊び）」などの実施方法を変更したり，

「２年生『交通安全教室』」「フッ化物洗口」を延期したりするなど，更に，感染拡大防止に万全を期しながら

教育活動に取り組んで参ります。 

各ご家庭におかれましては，お子様をはじめ，ご家族の体調・健康管理の徹底，保健衛生意識の向上と

実践に引き続き取り組んでいただきますよう，お願い申し上げます。 

 

＊今後の情勢変化により，中止・停止期間は変更される場合があります。その時は，お便りやホームページなどでお知らせい     

たします。 

＊ 「緊急事態宣言」発令中の間，お子たちには，「不要な外出を避ける」「大勢で集まるようなことは避ける」「手洗いやマス

クの徹底」等のお声かけをよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


